
 

鴻巣市有料広告掲載取扱要綱  

 

            平成 22 年 3 月 30 日  

                告示第 50 号  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、市の自主財源を確保するとともに地域経済の活性化

を図るため、市の資産を広告媒体として掲載する有料広告の掲載の取扱

いについて、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。  

 ⑴  市が発行する刊行物及び印刷物  

 ⑵  市のホームページ  

 ⑶  前２号に掲げるもののほか、広告の掲載が可能なものとして市長が

認めるもの  

２ この要綱において「広告掲載」とは、広告媒体に民間企業等の広告を

掲載し、又は掲出することをいう。  

（広告掲載の基準）  

第３条 次の各号いずれかに該当する広告は、広告媒体に掲載しない。  

 ⑴  法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの  

 ⑵  公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの  

 ⑶  政治活動及び宗教活動に係るもの  

 ⑷  社会問題についての主義主張に関するもの  

 ⑸  個人又は法人の名刺広告に該当するもの  

 ⑹  公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの  

 ⑺  その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認める

もの  

（広告の規格等）  

第４条 広告の規格、掲載位置、掲載期間等は、広告媒体ごとに定める。  

（広告掲載料等）  



 

第５条  広告掲載は有料とし、広告の掲載料（以下「広告掲載料」とい

う。）は、広告媒体ごとに定める。  

２ 市長は、前項の広告掲載料に代えて広告が掲載された物品を受け入れ

ることができる。  

（広告掲載の優先順位）  

第６条 同一の広告媒体について複数の者から広告掲載の希望があった場

合の掲載する広告の優先順位は、次のとおりとする。  

⑴  国、地方公共団体、公共的団体、公益法人及びこれらに準ずるもの

の広告  

⑵  公共的性格を有する企業等のうち、市内に事業所等を有するものの

広告  

⑶  前号に規定するもの以外の企業及び自営業で市内に事業所等を有す

るものの広告  

⑷  前各号に該当しないもので、広告として掲載することが適当である

と市長が認める広告  

（広告の募集）  

第７条 広告媒体に掲載する広告の募集は、市が発行する広報、ホームペ

ージ等に掲載して行うものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、広告掲載をしようとする者の数が募集する

広告の数に満たないときは、広告代理業を営む者を通して募集すること

ができる。  

３ 広告掲載をしようとする者は、鴻巣市有料広告掲載申込書（様式第１

号）に広告案その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。  

（広告掲載の決定）  

第８条 市長は、前条第３項の広告掲載の申込みを受けたときは、速やか

に内容の審査を行い、広告掲載の可否を決定するものとする。この場合

において、必要があると認めるときは、第１５条の鴻巣市広告審査委員

会の審査を受けるものとする。  

２ 市長は、前項の規定により広告掲載の可否を決定したときは、鴻巣市

有料広告掲載決定（却下）通知書（様式第２号）により申込みをした者



 

に通知するものとする。  

 （広告掲載決定の特例）  

第９条 募集期間を設けて広告掲載の募集を行った場合において、募集し

た広告の数を超える申込みがあったときは、抽選により掲載する者を決

定するものとする。  

（広告掲載料の納付）  

第１０条 広告掲載の決定を受けた者は、市長が指定する期日までに広告

掲載料を納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認め

たときは、この限りでない。  

（広告原稿等の作成及び提出）  

第１１条 広告媒体に広告を掲載する者（以下「広告主」という。）は、

市長が指定する期日までに、掲載しようとする広告の原稿を作成し、提

出するものとする。  

２ 提出する原稿の形態は、印刷物等に掲載するものについては版下原稿

とし、看板、ポスター等の掲示物（以下「掲示物等」という。）につい

ては当該掲示物等の完成品とする。  

（広告主の責務等）  

第１２条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。  

２ 広告の原稿作成に係る費用は、広告主の負担とする。  

３ 掲示物等で、設置及び撤去が必要な場合の費用は、広告主の負担とす

る。  

４ 広告主は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を

与えた場合は、その損害を賠償するものとする。  

（掲載決定の取消し）  

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決

定を取り消すことができる。  

⑴  指定した期日までに原稿を提出しなかったとき。  

⑵  広告掲載料を納付しなかったとき。  

⑶  広告掲載の決定を行った後の事情変更等により、広告の内容が第３

条各号のいずれかに該当することとなったとき。  



 

⑷  市の行政運営上の支障が生ずるおそれがあるとき。  

２ 市長は、広告掲載の決定を取り消した場合は、速やかに鴻巣市有料広

告掲載決定取消通知書（様式第３号）により、広告主に通知するものと

する。  

（広告掲載料の還付）  

第１４条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰

することができない理由により広告掲載を行わなかった場合は、広告掲

載料の全部又は一部を還付することができる。  

（広告審査委員会の設置）  

第１５条 広告掲載を適正に実施するため、鴻巣市広告審査委員会（以下

「審査委員会」という。）を設置する。  

２ 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。  

３ 委員長は、広聴広報課長とする。  

４ 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。  

５ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指

名した者がその職務を代理する。  

６ 審査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。  

⑴  広告媒体に関すること。  

⑵  広告掲載の可否の決定に関すること。  

⑶  前２号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要な事項に関するこ

と。  

７ 審査委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、そ

の議長となる。  

８ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

９ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の

決するところによる。  

１０ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見

又は説明を聴くことができる。  

（その他）  

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め



 

る。  

附  則  

 （施行期日）  

１ この告示は、平成２２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この告示の施行前に改正前の鴻巣市公共施設等有料広告取扱要綱（以

下「旧告示」という。）の規定により市長がした許可その他の行為は、

改正後の鴻巣市有料広告掲載取扱要綱（以下「新告示」という。）の相

当規定により市長がした許可その他の行為とみなす。  

３ この告示の施行の際現に旧告示の規定により市長に対してなされてい

る申請その他の行為は、新告示の相当規定により市長に対してなされた

申請その他の行為とみなす。  

別表（第１５条関係） 

広聴広報課長、契約管財課長、市民課長、資源循環課長、中央図書

館長 

 


